
こてはし台幼稚園 こども誰でも通園制度利用案内 

 

教育目標 

・ 心身ともに健康で、安全な生活がおくれる子 

・ 人の気持ちがわかり、思いやりのある子 

・ よく見、よく考え、身近な環境を生活に生かす子 

・ よく話し、よく聞き、言葉の感覚を大切にする子 

・ 豊かな感性を持ち、創造性が豊かな子 

 

利用認定申請受付開始日 令和６年５月１日（水） 

 

利用開始日   令和６年７月１日（月） 

 

対象年齢 千葉市内在住の令和３年４月２日生まれ～令和４年４月１日生まれのお子様で、 

現在、保育所などに在籍していないお子様 

   

※ 保育所などとは、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家

庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。 

 

利用日時 月曜日～金曜日 

※ 園の開園日のみ実施しています。別紙「ひよこ・つくし組、子ども誰でも通園制度カレン

ダー」を参照してください。 

 

利用時間 ９：００～１４：００まで（こども一人あたり月１０時間まで） 

・ 未利用時間があっても、翌月などへ繰り越すことはできません。 

・ １時間単位でのお申込みになります。 

 

昼食  お弁当 

 

定員  １時間1８名まで 

※ 当園の「ひよこ・つくし組」と同じ部屋でお預かりします。 

 

利用料金 

 

 

 

 

※ 当日キャンセルの場合、キャンセル料は発生いたしません。 

 

利用期間 満３歳に達する日の前日（誕生日の前々日）まで 

 

区分 利用料金（１時間あたり） 

（1）下記（2）（3）以外の世帯 300円 

（2）市民税非課税世帯 60円 

（3）生活保護世帯 0円 


